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１ 総合点数変更審査 

 

 令和７・８年度競争入札参加資格登録に係る総合点数の変更審査（第３回）の受付を行い

ますので、変更を希望する方は本要領に基づき申請してください。 

 

◆既に令和７・８年度登録をされている「県内建設業者（和歌山県内に主たる営業所を有す

る方）」が対象です。 

 

◆変更審査の対象となる項目は次のとおりです。 

 項 目 

① 経営事項審査による総合評定値（Ｐ点） 

主
観
点
数 

② 暴力団等排除への取組 

③ 災害時の応急対策業務への取組 

④ 環境配慮への取組 

⑤ 障害者雇用への取組 

⑥ 地元雇用への取組 

⑦ 若年技術者の確保 

⑧ 女性技術者の確保 

  ※ 総合点数及び各項目の詳細は「７ 総合点数」をご覧ください。 

 

◆申請は任意です。変更を希望する方のみ申請してください。 

 変更の対象となる事由が生じた場合でも、総合点数の変更を希望しない場合、加点・減点

にかかわらず申請は不要です。 
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２ 申請書類の提出方法 

 

（１）郵送による提出 

受付期間 

令和８年７月１日（水）～令和８年７月１６日（木）【必着】 

・受付期間後に到着したものについては、一切受付を行いませんのでご

注意ください。 

・郵便物の未到着等のトラブル防止のため、原則として、書留郵便（レ

ターパック）等配送状況が確認できる方法での郵送をお願いします。

なお、未到着等のトラブルにつきましては、当市において一切責任を

負いませんのでご了承ください。 

提 出 先 

「〒640-8511 和歌山市七番丁２３番地 

       和歌山市役所 建設総務課 宛て」 

※封筒の表に「令和７・８年度申請書類在中」と朱書きしてください。 

そ の 他 

・個別の到着確認の対応は行っておりません。 

・不備等があった場合は、「No.1 総合点数変更審査申請書」に記載の

担当者（申請手続代理人等に記載がある場合は代理人）の方に連絡し

ますので、修正等ご対応ください。 

 

（２）持参による提出 

受付期間 

令和８年７月１５日（水）～令和８年７月１６日（木） 

（午前の部）午前９時から午前１１時まで 

（午後の部）午後１時から午後４時まで 

受付場所 和歌山市役所 東庁舎４階 建設総務課 

そ の 他 

・申請書類の内容について質問に答えられる方が持参してください。 

・申請書類に一部でも不備等がある場合は受付を完了することができま

せん。すべての書類を一旦返却し、指定する期日までに再度持参によ

り申請していただくことになります。 

 

（３）受領書 

郵送による提出 

受領書が必要な場合は、「No.17 受領書送付用封筒（長形３

号・切手１１０円分貼付）」を同封してください。 

※ はがき（受領印押印用）でも可。 

※ 同封のない場合は受領書の送付は行いません。 

※ 申請書類の内容確認後の送付となり、日数を要しますのでご了

承ください。 

持参による提出 受付完了時に、全員にお渡しします。 

※ 受領書は、申請を受け付けたことを証明するもので、総合点数の変更を承認したこ

とを証明するものではありません。 
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３ 競争入札参加資格登録 

 

  審査の結果、総合点数の変更が認められた場合、変更後の点数により有資格者名簿に再

登録されます。 

  令和８年９月中旬以降に変更後の「競争入札参加資格登録書」を簡易書留で郵送します

ので、登録内容をご確認ください。登録書が届かない場合や内容に疑義がある場合は建設

総務課までお問い合わせください。 

 

（１）変更後の点数の適用開始日 

   令和８年１０月１日（１０月１日以降に公告を行う案件から適用） 

   ※ 登録の有効期間は、令和９年３月３１日までで変更ありません。 

 

（２）有資格者名簿 

   登録期間中、和歌山市ホームページ及び和歌山市役所本庁舎１階資料コーナーにおい

て名簿を公開します。 

 

 

４ その他申請にあたっての注意事項 

 

  ・申請書類は、提出前に必ずコピーし、控えておいてください。 

  ・不正な手段又は虚偽の申請により点数変更を行った場合は、その資格を取り消すこと

があります。 

 

 

５ 申請書類 

 

（１）申請書類のダウンロード及び作成 

  ・申請書類の様式は、和歌山市ホームページよりダウンロードしてください。 

トップページ＞事業者＞入札・契約（建設工事・建設コンサルタント業務）＞競争

入札参加資格審査 

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/jigyou/kensetusoumuosirase/1010042/index.html 

   ※ダウンロードできない方は申出により窓口において配布します。 

  ・必ず最新の様式をダウンロードして使用してください。 

  ・手書きの場合、黒のボールペン等を使用し、楷書で明瞭に記入してください。 

  ・ゴム印を使用できる箇所は使用して差し支えありません。 

  ・申請書類は、すべてＡ４判で作成してください。 

  ・様式の一部に着色している箇所がありますが、印刷色は白黒でも問題ありません。 

  ・個人情報に係るものは、必ず本人の同意を得た上で作成してください。 

 

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/jigyou/kensetusoumuosirase/1010042/index.html
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（２）変更審査における審査基準日 

   申請書類の作成にあたっては、各様式で定めるものを除くほか審査基準日時点での内

容を記載してください。 

審査基準日 令和８年７月１日 

 

（３）申請書類一覧 

   申請書類は次のとおり分類し、一緒に提出してください。 

 

ホッチキス留めにする書類 （№1～№12） 

 ・下表の順序に並べ、左上１か所をホッチキス留めにしてください。 

No. 申 請 書 類 
掲載 

ページ 
部数 

必須 

区分 

1 総合点数変更審査申請書【指定様式】 6 1 部 ○ 

2 競争入札参加資格登録書（原本） 6 1 部 ○ 

3 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 7 1部 △ 

4 ISO9000シリーズの認証取得を証明する登録証等の写し 7 1部 △ 

5 ISO14001の認証取得を証明する登録証等の写し 7 1部 △ 

6 エコアクション２１の認証取得を証明する認証・登録証等の写し 7 1 部 △ 

7 和歌山市民の雇用状況調書【指定様式】 8 1 部 △ 

8 障害者雇用状況報告書の写し 8 1 部 △ 

9 障害者雇用状況調書【指定様式】 9 1 部 △ 

10 災害協定に係る書類 10 1 部 △ 

11 女性技術者の雇用状況調書【指定様式】 10 1 部 △ 

12 不当要求防止責任者講習に係る受講修了書の写し 10 1 部 △ 

※必須区分 「○→必須、△→該当者のみ必要」 

 

クリップ留めにする書類 （№13～№17） 

 ・下表の順序に並べ、クリップ留めにしてください。 

No. 申 請 書 類 
掲載 

ページ 
部数 

必須 

区分 

13 申請書類チェックリスト【指定様式】 11 1 部 ○ 

14 附表【指定様式】 11 1 部 ○ 

15 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 12 1 部 △ 

16 登録書送付用封筒（長形３号・切手４６０円分貼付） 12 1 部 ○ 

17 受領書送付用封筒（長形３号・切手１１０円分貼付） 12 1 部 △ 

※必須区分 「○→必須、△→該当者のみ必要」 
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（参考）申請書類の綴じ方 

  ホッチキス留めにする書類     クリップ留めにする書類 

    （No.1～No.12）         （No.13～No.17） 

 

  

 

 

 

 

 

 ※ これまでのようにＡ４判紙ファイルに綴る必要はありません。 

 ※ 提出する際は、バラバラにならないよう全体をクリップやクリアファイルでまとめてい

ただけると助かります。 

 

 

（参考）変更項目別の必要書類（必須書類を除く） 

項 目 必要書類 

①経営事項審査による総合評定値（Ｐ点） 
「No.3 経営規模等評価結果通知書・総

合評定値通知書の写し」 

主 

観 

点 

②暴力団等排除への取組 
「No.12 不当要求防止責任者講習に係る

受講修了書の写し」 

③災害時の応急対策業務への取組 「No.10 災害協定に係る書類」 

④環境配慮への取組 

「No.3 経営規模等評価結果通知書・総

合評定値通知書の写し」又は「 No.4 

ISO9000 シリーズの認証取得を証明する

登録証等の写し」、「No.5 ISO14001 の

認証取得を証明する登録証等の写し」、

「No.6 エコアクション２１の認証取得

を証明する認証・登録証等の写し」 

⑤障害者雇用への取組 
「No.8 障害者雇用状況報告書の写し」

又は「No.9 障害者雇用状況調書」 

⑥地元雇用への取組 「No.7 和歌山市民の雇用状況調書」 

⑦若年技術者の確保 
「No.3 経営規模等評価結果通知書・総

合評定値通知書の写し」 

⑧女性技術者の確保 「No.11 女性技術者の雇用状況調書」 

 

 

  

封筒 左上１か所 

ホッチキス留め 
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６ 各申請書類の作成要領 

 

ホッチキス留めにする書類 （№1～№12） 

〇：必須 △：該当がない場合提出不要 

 

No.1 総合点数変更審査申請書 【指定様式】 〇 

 〇次のとおり作成し、提出してください。 

  行政書士に書類の作成を委任している場合でも、必ず申請者本人が誓約事項等の内容を

確認した上で作成してください。 

項目 記載要領 

日 付 
申請書を提出する年月日を記入してください。 

（郵送の場合は、郵送日。持参の場合は、持参日。） 

申請者 

所 在 地  建設業法上の「主たる営業所」の住所を記入してください。 

商号・名称  （株）、（有）などの略号は使用しないでください。 

代表者職氏名 
（法人）役職名と氏名の両方を記入 

（個人）氏名のみを記入 

登記上の住所 

主たる営業所と登記上の本店が異なる場合、登記上の本店の所

在地を記入してください。 

※個人事業者の場合、印鑑登録証明書の住所。 

押    印 不要です。 

申請事務 

担当者 

申請事務の内容を把握している方（当該申請について質問に答えられる方）の

氏名及び連絡先を記入してください。 

※ 行政書士による代理申請の場合でも必ず記載ください。 

※ 主たる営業所等の職員である必要はありません。 

※ 必要に応じて氏名欄に部署や職名等の記入をお願いします。 

申請手続 

代理人等 

行政書士による代理申請の場合は、氏名欄に行政書士であることを明記し、連

絡先等を記入してください。 

※ 申請書類に不備等があった場合は優先的に連絡します。 

 

 

No.2 競争入札参加資格登録書 〇 

 〇令和７・８年度登録時に発行している「競争入札参加資格登録書」の原本を提出してく

ださい。 

 〇登録書は、提出前に必ずコピーし、控えておいてください。 
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No.3 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し  △ 

変更 

項目 

①経営事項審査による総合評定値（Ｐ点） 

④環境配慮への取組 

⑦若年技術者の確保 

 〇審査基準日において有効期限内（通知書に記載の審査基準日が令和６年１２月１日以降

のもの）であり、かつ最新のものを提出してください。 

 〇経営事項審査を受審中でまだ通知書が届いていない場合は、所管官庁の受付印のある経

営規模等評価申請書の写し（添付書類は不要）を提出してください。 

  なお、通知書は届きしだい速やかに提出してください。 

※電子申請の場合、受付印がありませんので、電子申請したことが分かる画面（受付画

面等）を印刷したものを添付してください。 

 

 注意点 

  ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しの提出をもって、上記変更項目

①④⑦すべての変更を行います。特定の項目だけを変更することはできません。 

   例えば、特定の業種（Ｐ点の上昇した業種等）のみ、若年技術者の確保のみといった

変更はできません。 

  ・経営事項審査の更新の結果、登録業種の完成工事高（２年又は３年平均）の数値が

「０」又は記載がなくなった場合、当該業種の登録は抹消されます。 

 

 

No.4 ISO9000 シリーズの認証取得を証明する登録証等の写し 

△ No.5 ISO14001 の認証取得を証明する登録証等の写し 

No.6 エコアクション２１の認証取得を証明する認証・登録証等の写し 

変更 

項目 
④環境配慮への取組 

 〇審査基準日において上記認証を取得している場合、提出してください。 

  ただし、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書で確認できる場合は提出不要。 

 〇登録証等は有効期限内のものとしてください。登録証等のみで有効期限がわからない場

合は、付属書等を併せて提出してください。 
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No.7 和歌山市民の雇用状況調書 【指定様式】 △ 

変更 

項目 
⑥地元雇用への取組 

 〇審査基準日において和歌山市民を雇用している場合に提出してください。 

項目 記載要領 

Ａ 建設業に従

事する常勤職

員の人数 

審査基準日において、次の要件を満たす職員数。 

・建設業に従事している。（事務員等を含む） 

・直接的かつ恒常的な雇用関係にある。（代表者、常勤役員等を含む。） 

（対象外） 

 在籍出向者や派遣など…直接的な雇用関係ではない。 

 一工事の期間のみの短期雇用…恒常的な雇用関係ではない。 

Ｂ うち和歌山

市民の人数 

Ａのうち、 

審査基準日において、住民票の住所が和歌山市内にある職員数。 

Ｃ 雇用比率 和歌山市民の雇用率（Ｂ／Ａ×１００、小数点以下切り捨て） 

下 表 

・和歌山市民の氏名（フリガナ）、生年月日、住所を記入。 

・必ず本人に利用目的を説明した上で承諾を得てください。 

・１０人を超える場合も、記載は１０人分だけで結構です。 

 

 

No.8 障害者雇用状況報告書の写し  △ 

変更 

項目 
⑤障害者雇用への取組（法定義務建設業者） 

 〇法定義務建設業者（常用労働者数が３７．５人以上）のみ提出してください。 

 〇法定雇用率（２．７％以上）を満たしていない場合は、提出不要です。 

 〇直近の、管轄公共職業安定所の確認印（受付印）のあるものを提出してください。 

（電子申請の場合、到達確認画面の写しを提出してください。） 

 ※法定義務建設業者…「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者雇用状況につい

て、毎年、厚生労働大臣に報告しなければならない建設業者 
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No.9 障害者雇用状況調書 【指定様式】  △ 

変更 

項目 
⑤障害者雇用への取組（非法定義務建設業者） 

 〇審査基準日において非法定義務建設業者（常用労働者数が３７．５人未満）が障害者を

１名以上雇用している場合に提出してください。 

 〇障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を

受けている方です。手帳を所持していない方は対象になりません。 

 〇建設業に従事している必要はありません。 

 〇「雇用している常勤職員のうち障害者の人数」及び「うち１名の方の状況」を記入して

ください。 

 〇記入した１名の方について、次の書類を提示してください。 

  ①手帳の写し（氏名と等級（程度）のわかる部分） 

  ②直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類 

   （健康保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、

住民税特別徴収税額通知書など） 

  ※これらの提示書類はその場でお返しします。 

   （郵送による申請の場合は、確認後に市で適切に廃棄します。） 

 〇この調書及び手帳の写し等の提出にあたっては、必ず本人に利用目的を説明した上で同

意を得てください。また、障害のある人の把握及び確認にあたっては、厚生労働省策定

の「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」により適正に対応して

ください。 
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No.10 災害協定に係る書類  △ 

変更 

項目 
③災害時の応急対策業務への取組 

 〇審査基準日において和歌山市又は和歌山県と災害時の応急対策業務に係る協定を締結し

ている場合は次のとおり提出してください。 

 〇複数の区分に該当する場合は、いずれか１つの分を提出してください。なお、和歌山

市、和歌山県両方と協定を締結している場合は、和歌山市との分を提出してください。 

 

区 分 提出書類 

和歌山市と 

直接、協定を締結し

ている事業者等 
①市と事業者等との協定書の写し 

協定を締結している

団体の会員 

①市（県）と団体との協定書の写し 

②団体が発行する証明書（任意様式） 

 ・令和８年５月１日以降に発行されたもの又はそ

の写し 

 ・当該会員が協定に同意していること、協定に基

づいて業務に従事する者であることがわかる内

容としてください。 

和歌山県と 
協定を締結している

団体の会員 

 

 

No.11 女性技術者の雇用状況調書 【指定様式】  △ 

変更 

項目 
⑧女性技術者の確保 

 〇建設業法第７条第２号又は同法第１５条第２号に該当する女性技術者を雇用（代表者、

常勤役員等を含む。）している場合は提出してください。 

 〇次の書類を添付してください。 

   ①資格等の取得を証明する書類の写し 

   ②直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類の写し 

   ③性別が確認できる書類の写し（①又は②で確認できる場合は不要） 

〇複数の女性技術者を雇用している場合も調書は１名分で結構です。 

 

No.12 不当要求防止責任者講習に係る受講修了書の写し  △ 

変更 

項目 
②暴力団等排除への取組 

 〇審査基準日の前日までの３か年（令和５年７月１日～令和８年６月３０日）において、

不当要求防止責任者講習を受講している場合は提出してください。 

 〇不当要求防止責任者講習とは、和歌山県公安委員会から委託を受けて公益財団法人和歌

山県暴力追放県民センターが実施する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第１４条第２項に規定する講習のことです。 
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クリップ留めにする書類 （No.13～No.17） 

〇：必須 △：該当がない場合提出不要 

 

No.13 申請書類チェックリスト 【指定様式】  〇 

 〇申請書類のチェックリストです。必要な書類がそろっているか確認してください。 

 〇提出する書類のチェック欄に「〇」を付け、必ず提出してください。 

 

No.14 附表 【指定様式】 〇 

 〇「商号又は名称」及び令和７・８年度登録の「登録番号※」を記入してください。 

   ※ 競争入札参加資格登録書の右上に記載されている 10桁の数字。「No.00000     」 

     登録書の紛失等により不明な場合は空欄で結構です。          下５桁 

 〇点数変更を希望する項目に応じて、次のとおり必要事項を記入してください。 

 

 １ 経営事項審査関係 

   現在の登録業種について、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」をもと

に「総合評定値」「平均完成工事高」を入力してください。 

コード 業 種 コード 業 種 

０１０ 土木 １４０ しゅんせつ 

０１１ プレストレストコンクリート １５０ 板金 

０２０ 建築 １６０ ガラス 

０３０ 大工 １７０ 塗装 

０４０ 左官 １８０ 防水 

０５０ とび・土工 １９０ 内装仕上 

０５１ 法面処理 ２００ 機械器具設置 

０６０ 石 ２１０ 熱絶縁 

０７０ 屋根 ２２０ 電気通信 

０８０ 電気 ２３０ 造園 

０９０ 管 ２４０ さく井 

０９１ 配水管工事（企業局） ２５０ 建具 

１００ タイル・れんが・ブロック ２６０ 水道施設 

１１０ 鋼構造物 ２７０ 消防施設 

１１１ 鋼橋上部 ２８０ 清掃施設 

１２０ 鉄筋 ２９０ 解体 

１３０ 舗装   

   また、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書をもとに「自己資本額」及び

「平均完成工事高合計」も記入してください。 

自己資本額 「評点（X2）」の「自己資本額」  ※通知書の右上のほう 

平均完成工事高合計 
「評点（X1）」の「２年（３年）平均完成工事高の合計」 

 ※登録業種以外も含めた全体の平均 
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 ２ 主観点 

  主観点の変更を希望する項目について、必要事項を記入してください。 

②暴力団等排除への取組 受講している場合、「〇」を付けてください。 

③災害時の応急対策業務への取組 
該当するものに「〇」を付けてください。 

（いずれか１つ） 

④環境配慮への取組 
該当するものに「〇」を付けてください。 

（「ISO14001」と「ｴｺｱｸｼｮﾝ 21」は、いずれか１つ） 

⑤障害者雇用への取組 
該当するものに「〇」を付けてください。 

（いずれか１つ） 

⑥地元雇用への取組 
「No.7 和歌山市民の雇用状況調書」の「Ｂの人数」

と「Ｃの率」を記入してください。 

⑦若年技術者の確保 

「No.3 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知

書の写し」の当該項目が「該当」の場合、「〇」を付

けてください。 

⑧女性技術者の確保 対象者がいる場合、「〇」を付けてください。 

 

 

No.15 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し  △ 

 〇「No.3 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し」とは別に１部提出してく

ださい。 

 

No.16 登録書送付用封筒（長形３号・切手４６０円分貼付）  〇 

 〇「競争入札参加資格登録書」等を簡易書留で送付するために使用します。 

 〇返信先住所、郵便番号、宛名を記入してください。なお、返信先は申請者（法人・個人

事業者）宛てのみ（支店等は可）としますので代理人等は記入しないでください。 

  法人の場合「御中」、個人の場合は「様」まで明記してください。 

 〇長形３号封筒に、切手「４６０円」分を貼り付けのこと。 

  ※料金受取人払封筒は、あらかじめ簡易書留承認を受けているものであれば可。 

 〇朱書きで「簡易書留」及び「競争入札参加資格登録書在中」と記入してください。 

 

No.17 受領書送付用封筒（長形３号・切手１１０円分貼付） △ 

 〇郵送による提出を行い、「受領書」の送付を希望する場合は、提出してください。受領

書を普通郵便で送付するために使用します。（４ページ参照） 

 〇返信先住所、郵便番号、宛名を記入してください。（代理人宛でも結構です。） 

  法人の場合「御中」、個人の場合は「様」まで明記してください。 

 〇長形３号封筒に、切手「１１０円」分を貼り付けのこと。※料金受取人払封筒でも可 

 〇はがき（受領印押印用）でも可。その場合、宛先を記入した官製はがき（又は８５円切

手を貼付したはがき）を同封してください。 
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７ 総合点数 

 和歌山市では、技術力の向上や社会貢献に積極的な地元建設業者を適切に評価するため、

和歌山県内に主たる営業所を置く建設業者を対象に、工事成績や災害協定締結などの取り組

みを評価する主観的事項審査制度を導入しています。 

  

          ＝            ＋  

 

 

＜主観点数＞ ※ 点数変更の対象は、2、3、6、7、8、14、15。 

項 目 内  容 点数 

1 
労働安全衛生

確保への取組 

 労働安全衛生法関係の免許を取得又は技能講習を修了している者を

雇用している者       ※ 一つにつき２点（上限 １０点） 
２点 

2 
暴力団等排除

への取組 

 審査基準日の前日までの３か年に、和歌山県公安委員会から委託を

受けて公益財団法人和歌山県暴力団追放県民センターが実施する不当

要求防止責任者講習（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第１４条第２項に規定する講習）を受講した者 

１０点 

3 

災害時の応急

対策業務への

取組 

 審査基準日までに、和歌山市と災害時応急対策業務協定を締結した

単体、団体事業者 
３０点 

 審査基準日までに、和歌山市と大規模災害時応急対策業務協定を締

結した団体の会員 
３０点 

 審査基準日までに、和歌山県と災害時における応急対策業務に関す

る協定を締結した団体の会員（ただし、和歌山市内の業務が含まれた

ものに限る。） 

１５点 

※ 加算はいずれか一つとする。 

4 
災害時の応急

対応への貢献 

 審査基準日の前日までの２か年に、和歌山市と締結した災害協定の

要件に基づき応急対策業務を行った者 
４０点 

 審査基準日の前日までの２か年に、災害（暴風、豪雨、豪雪、洪

水、高潮、地震、津波、噴火）時に、和歌山市内において国又は地方

公共団体の依頼に基づき応急対策業務を行った者 

 ※ 一件につき１５点（上限 ３０点） 

１５点 

※ 加算はいずれか一つとする。 

5 
災害予防活動

への取組 

 審査基準日の前日までの２か年に事業者として防災活動への協力又

は地域を含めた防災活動を主催した者 
１５点 

6 
環境配慮への

取組 

 ＩＳＯ９０００シリーズの認証取得をした者 １０点 

 ＩＳＯ１４００１の認証取得をした者 １０点 

 エコアクション２１の認証取得をした者 

※ ＩＳＯ１４００１を取得している者は加点しない。 
５点 

7 
障害者雇用へ

の取組 

 法定義務建設業者（常用労働者数が３７．５人以上）のうち法定数

を超えて雇用している者 

 非法定義務建設業者の場合は、１名以上雇用している者 

※ 障害者とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第２条に規定す

る者をいう。 

１０点 

 法定義務建設業者のうち法定数の雇用をしている者 ５点 

 

 

総合点数 
経営事項審査による 

総合評定値 
（客観点数） 

 
主観点数 
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項 目 内  容 点数 

8 
地元雇用への

取組 

 建設業に従事する職員のうち和歌山市民を雇用している者で和歌山市民の雇用

人数が１０人以上の場合、３０点を加点する。 

 和歌山市民の雇用人数が１０人未満の場合は、次の表により加点する。 

雇 用 比 率 点数 

５０％以上８０％未満 １０点 

８０％以上 ３０点 

※ （上限 ３０点） 

9 
地元業者の優

先 
 和歌山市に主たる営業所（本社・本店）を有する者 ３０点 

10 
優良工事表彰

受賞歴 

 審査基準日の属する年度の前５か年において、和歌山市優良建設工

事表彰要綱（平成２０年４月１日制定）に基づき受賞した者（表彰対

象工事の業種に対し１件あたり） 

１５点 

 審査基準日の属する年度の前５か年において、表彰の候補として選

定したが選考の結果表彰を受けられなかった者（表彰対象工事の業種

に対し１件あたり） 

５点 

※ （上限 ４０点） 

11 工事成績 

 審査基準日の前日までの５か年において、和歌山市が発注した工事で当該業者

が施工した業種別工事の工事成績評定点の平均点に応じ、次のとおり算出したも

のを加減する。ただし、審査基準日の前日までの工事実績がない場合は、平均成

績評定点を６５点とする。 

 平均成績評定点が６５点を超える場合 

（業種別平均工事成績評定点－６５）×３点 

 平均成績評定点が６５点未満の場合 

（業種別平均工事成績評定点－６５）×２点 

※ （上限 １００点、下限 －５０点） 

12 技術者数 

 審査に際し提出された資格者等総括表に計上された技術者に対して、業種ごと

に別表２その２のとおり加点する。 

 ただし、一業種について一人の技術者が複数の資格を有している場合は、加点

数の高いもののみとする。 

※ （上限 ７０点）  

13 指名停止 

 審査基準日の前日までの２か年において、和歌山市建設工事等指名停止基準

（平成１５年５月１日施行）及び和歌山市建設工事等暴力団排除に関する措置要

綱に基づく指名停止を受けた者については、次のとおり減点する。 

 ただし、複数回指名停止を受けた場合は、重複して減点する。 

指 名  停 止 期  間 点数 

３か月未満 －１０点 

３か月以上６か月未満 －２０点 

６か月以上 －３０点 
 

14 
若年技術者の

確保 

 最新の経営事項審査において、「若年技術職員の継続的な育成及び

確保」についての加点が認められている者 
１０点 

 最新の経営事項審査において、「新規若年技術職員の育成及び確

保」についての加点が認められている者 
１０点 

15 
女性技術者の

確保 

 建設業法第７条第２号又は同法第１５条第２号に該当する女性技術

者を雇用している者 
１０点 

 


